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監︱

査︱

結︱

果︱

の︱

公︱

表
（
そ
の
４
）

平
成
25
年
度
の
定
期
監
査
結
果

の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま

す
。

茂
原
市
監
査
委
員　

元も
と
よ
し吉　

敬け
い

宇う

茂
原
市
監
査
委
員　

森も
り
か
わ川　

雅ま
さ
ゆ
き之

◆
監
査
の
対
象

都
市
建
設
部

◆
監
査
の
期
間

平
成
26
年
２
月
４
日
か
ら
３
月

10
日
ま
で

◆
監
査
の
場
所

茂
原
市
役
所
・
茂
原
市
茂
原
字

渋
沢
地
先
交
通
安
全
施
設
等
整
備

工
事
事
業
他
１
箇
所

◆
監
査
の
方
法

監
査
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務
事

業
が
効
果
的
、
経
済
的
に
執
行
さ

れ
て
い
る
か
。
住
民
の
福
祉
の
増

進
に
努
め
、
最
少
の
経
費
で
最
大

の
効
果
を
挙
げ
、
組
織
お
よ
び
運

営
の
合
理
化
に
努
め
て
い
る
か
。

ま
た
、
前
回
の
指
摘
事
項
の
改
善

は
な
さ
れ
て
い
る
か
に
主
眼
を
置

き
、
提
出
さ
れ
た
資
料
・
関
係
諸

帳
簿
を
調
査
す
る
と
と
も
に
説
明

を
聴
取
す
る
こ
と
に
よ
り
、
適
正

な
監
査
の
執
行
に
努
め
た
。

◆
監
査
の
結
果

計
画
さ
れ
た
事
務
事
業
は
、
ほ

ぼ
順
調
に
進
行
し
て
お
り
、
関
係

諸
帳
簿
も
お
お
む
ね
適
切
に
処
理

さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。

◆
所
見

事
務
事
業
の
執
行
状
況
に
関
す

る
所
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
の

で
、
検
討
の
う
え
一
層
適
切
に
事

務
事
業
が
執
行
さ
れ
る
よ
う
要
望

す
る
。

◎
一
宮
川
の
水
害
対
策
に
つ
い
て

は
、
県
の
検
証
結
果
に
基
づ

き
、
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
の
両
面

か
ら
抜
本
的
な
対
策
を
取
り
ま

と
め
、
可
能
な
も
の
よ
り
速
や

か
に
実
施
す
る
よ
う
取
組
ま
れ

た
い
。

◎
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道

（
圏
央
道
）
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
と
の
連
結
道
路
に
つ
い
て

は
、
開
通
に
よ
る
経
済
効
果
を

高
め
る
た
め
近
隣
団
体
と
の
連

携
を
深
め
早
期
の
事
業
完
成
を

目
指
し
、
県
に
強
く
働
き
か
け

ら
れ
た
い
。

◎
地
域
防
災
に
お
け
る
緊
急
事
態

発
生
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
災

害
時
の
被
害
を
最
小
化
す
る
減

災
の
た
め
の
備
え
と
、
初
動
期

の
迅
速
で
効
率
的
な
活
動
体
制

の
強
化
を
図
ら
れ
た
い
。

◎
河
川
の
管
理
・
水
防
等
に
つ
い

て
は
、
専
門
部
署
の
組
織
化
を

検
討
さ
れ
た
い
。

◎
茂
原
駅
周
辺
の
都
市
計
画
に
つ

い
て
は
、
都
市
計
画
道
路
と
共

に
公
共
駐
車
場
の
在
り
方
を
含

め
て
、
都
市
計
画
決
定
の
見
直

し
を
検
討
さ
れ
た
い
。

◎
市
営
住
宅
に
つ
い
て
は
、
長
寿

命
化
計
画
の
策
定
の
中
で
統
廃

合
を
図
り
、
維
持
管
理
コ
ス
ト

の
縮
減
等
、
一
層
の
効
率
的
管

理
に
努
め
ら
れ
た
い
。

◎
一
般
住
宅
の
耐
震
診
断
お
よ
び

改
修
費
の
補
助
金
に
つ
い
て

は
、
耐
震
化
促
進
計
画
の
目
標

達
成
に
向
け
更
な
る
啓
蒙
、
Ｐ

Ｒ
を
進
め
市
民
へ
の
周
知
徹
底

を
図
ら
れ
た
い
。

◎
駅
前
通
り
地
区
土
地
区
画
整
理

事
業
に
つ
い
て
は
、
地
元
並
び

に
街
づ
く
り
協
議
会
な
ど
と
密

に
連
携
を
図
ら
れ
た
い
。
ま

た
、
事
業
推
進
方
策
検
討
業
務

の
中
で
新
た
な
施
策
を
盛
り
込

み
、
十
分
な
効
果
が
住
民
に
見

え
る
よ
う
一
層
の
取
組
に
努
め

ら
れ
た
い
。

◎
本
納
駅
東
地
区
土
地
区
画
整
理

事
業
に
つ
い
て
は
、
建
築
、
農

地
転
用
、
不
動
産
取
引
な
ど
の

制
限
等
が
あ
る
の
で
、
早
期
の

地
区
計
画
の
決
定
に
向
け
事
業

の
推
進
に
取
組
ま
れ
た
い
。

◎
川
中
島
下
水
処
理
場
の
施
設
管

理
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
包
括

的
民
間
委
託
に
取
組
ま
れ
た

い
。
ま
た
、
長
寿
命
化
だ
け
で

な
く
施
設
、
機
械
の
更
新
に
向

け
早
期
に
検
討
さ
れ
た
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
監
査
委
員
事
務
局
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
６
０
、Ｆ
⒇
１
６
０
７
へ
。

毎
週
水
曜
日

証
明
書
の
交
付
時
間

を
延
長

市
民
課
で
は
、
毎
週
水
曜
日
に

住
民
票
や
戸
籍
証
明
書
な
ど
（
一

部
を
除
く
）
の
交
付
時
間
を
延
長

し
て
窓
口
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
延
長
日
時

毎
週
水
曜
日
19
時
ま
で

（
祝
日
、
年
末
年
始
、
特
別
な

事
情
の
あ
る
日
を
除
く
）

◆
取
扱
場
所

本
庁
市
民
課

（
本
納
支
所
は
延
長
し
ま
せ
ん
）

◆
取
扱
業
務

住
民
票
の
写
し
な
ど
、
戸
籍
証

明
書
（
全
部
・
個
人
事
項
証
明
書

な
ど
。
た
だ
し
、
一
部
証
明
書
を

除
く
）、
印
鑑
登
録
証
明
書
お
よ

び
印
鑑
登
録

◆
出
入
口

18
時
以
降
は
、
庁
舎
西
側
（
国

道
側
）の
入
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※�

本
人
な
り
す
ま
し
に
よ
る
証
明

書
等
の
交
付
請
求
を
防
止
す
る

た
め
、
身
分
証
明
書
の
提
示
に

よ
る
本
人
確
認
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

※�

住
民
異
動
（
転
入
・
転
出
・
転

居
な
ど
）
の
届
出
、
外
国
人
住

民
に
関
す
る
届
出
、
住
民
票
広

域
交
付
、
住
基
カ
ー
ド
の
交

付
、
電
子
証
明
書
の
手
続
き
は

取
り
扱
い
ま
せ
ん
。

※�

戸
籍
届
出
な
ど
の
受
け
付
け
や

埋
火
葬
許
可
証
の
交
付
は
、
従

来
ど
お
り
当
直
が
取
り
扱
い
ま

す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
市
民
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
２
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。


